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City Information 市政情報

期
日
前
投
票
立
会
人
を
募
集

内
容
：
期
日
前
投
票
所
で
投
票
事
務

の
手
続
に
立
ち
会
い
、
公
正
に
投
票

が
行
わ
れ
て
い
る
か
を
監
視
し
て
い

た
だ
く
仕
事
で
す
。

応
募
資
格
：
選
挙
権
を
有
す
る
方
（
市

外
在
住
も
可
）
※
選
挙
運
動
に
従
事

す
る
方
は
応
募
で
き
ま
せ
ん
。

従
事
期
間
：
選
挙
の
公
示
（
告
示
）

日
の
翌
日
か
ら
投
票
日
の
前
日
ま
で

の
間
で
割
り
当
て
ら
れ
た
日
。

従
事
場
所
：
①
加
西
市
役
所
１
階
多

目
的
ホ
ー
ル
、
②
イ
オ
ン
モ
ー
ル
加

西
北
条
２
階
会
議
室

従
事
時
間
：
①
８
時
30
分
～
14
時
15

分
、
14
時
15
分
～
20
時
（
実
働
５
時

間
45
分
）
、
②
10
時
～
15
時
、
15
時

～
20
時
（
実
働
５
時
間
）

※
い
ず
れ
の
時
間
帯
も
休
息
時
間
は

適
宜
と
っ
て
い
た
だ
い
て
構
い
ま
せ

ん
が
、
食
事
休
憩
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
選
挙
日
程
の
関
係
で
出
役
の
な
い

場
合
も
あ
り
ま
す
。

手
当
額
：
①
１
回
５
６
０
０
円
、
②

１
回
４
９
０
０
円

募
集
人
員
：
30
名
程
度

申
込
先
：
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局
（
市
役
所
４
階
北
側
）
☎
㊷

８
７
８
１

　加西市選挙管理委員会では、市民の皆さまに選挙を身近

に感じていただき、特に若い方の選挙に対する関心を高め

るとともに、親しみのある投票所づくりを目指して、期日

前投票立会人に登録（有効期限は令和 6 年 12 月末まで）

していただける方を募集します。

　応募方法など、詳しくは市ホームページをご覧ください。

◉登録期間内の選挙予定

・兵庫県議会議員選挙

　（4 月 9 日）

・加西市長選挙・加西市議会議員選挙

　（5 月 21 日）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド 

申
請
交
付
は
市
民
課
で

　

市
役
所
１
階
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
専
用
臨

時
窓
口
は
令
和
４
年
12
月
28
日
（
水
）
で
終
了
と

な
り
ま
し
た
。

　

１
月
４
日
（
水
）
以
降
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
申
請
交
付
は
市
民
課
窓
口
に
て
受
付
い
た
し
ま

す
。
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
申
込
支
援
は
マ
イ
ナ
ポ
イ

ン
ト
支
援
窓
口
に
て
受
付
い
た
し
ま
す
。

窓
口
延
長
：
毎
週
水
曜
日
19
時
ま
で 

（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
申
請
交
付
の
み
）

休
日
開
庁
：
１
月
15
日
（
日
）
、

28
日
（
土
）
９
時
～
12
時
、

　
　
　
　
　

13
時
～
16
時

問

合

先
：

市

民

課

☎

㊷

８
７
２
０
、
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン

ト
支
援
窓
口
☎
㊷
８
７
３
７

　マイナポイント（第 2 弾）に係る手

続きの支援が必要な方向けに市内商業施

設において出張相談窓口を開設します。

マイナポ
イント

マイナンバ
ーカード

マイナポイント支援

①マイナンバーカード
②暗証番号（設定していただいた 4 桁の番号）
③通帳またはキャッシュカード（公金口座登録用）
④決済サービス ID ／セキュリティーコード

マイナンバーカード申請

①本人確認書類 2 点（運転免許証と健康保険証等）
② ID 付個人番号カード交付申請書（お持ちの方）
③通知カードまたは個人番号通知書（お持ちの方）
④住民基本台帳カード（お持ちの方）

持ち物

　アスティアかさいで出張申請を行いま

す。お買い物のついでにマイナンバー

カードを作りませんか。

日時：1 月 21 日（土）～ 29 日（日）

　　　10 時～ 16 時

場所：アスティアかさい

　　　2 階エレベーター前

日時：1 月 7 日（土）、8 日（日）、

　　　21 日（土）、22 日（日）

　　　10 時～ 16 時

場所：アスティアかさい

　　　1 階センタープラザ

マイナンバーカード出張申請窓口

マイナポイント出張申請窓口

※書類が足りない場合および 23 日（月）
～ 27 日（金）申請分のマイナンバーカー
ドは市役所窓口での受取りになります。

所
得
税
の
確
定
申
告
・
市
県
民
税
の
申
告

令
和
４
年
分
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別

所
得
税
の
確
定
申
告
・
令
和
５
年
度
市

県
民
税
の
申
告
相
談

相
談
期
間
：
２
月
16
日
（
木
）
～
３
月

15
日
（
水
）　

９
時
～
16
時
（
平
日
）

相
談
会
場
：
市
民
会
館
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー　

３
階
小
ホ
ー
ル

※
３
月
１
日
（
水
）
と
３
月
８
日
（
水
）

は
受
付
時
間
を
19
時
ま
で
延
長
し
ま

す
。

※
所
得
税
等
の
還
付
申
告
書
は
、
２
月

15
日
（
水
）
以
前
で
も
税
務
署
へ
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
の

た
め
、
事
前
の
検
温
、
マ
ス
ク
着
用
、

筆
記
用
具
等
を
お
持
ち
の
う
え
お
越
し

く
だ
さ
い
。

◉
必
要
な
本
人
確
認
書
類
の
写
し
（
①

～
③
の
い
ず
れ
か
）

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

②
「
個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
（
氏
名
、

住
所
な
ど
が
住
民
票
と
一
致
し
て
い
る

場
合
に
限
る
）
」
と
「
運
転
免
許
証
等

の
顔
写
真
付
き
の
身
分
証
明
書
」

③
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
住

民
票
」
と
「
運
転
免
許
証
等
の
顔
写
真

付
の
身
分
証
明
書
」

※
本
人
以
外
が
申
告
書
を
提
出
す
る
場

合
、
申
告
者
本
人
の
上
記
写
し
の
添
付

が
必
要
で
す
。

◉
対
象
者

①
給
与
所
得
者
お
よ
び
公
的
年
金
等
受

給
者
で
他
の
所
得
が
あ
る
方

②
営
業
・
農
業
所
得
等
が
あ
る
方
（
お

お
む
ね
３
０
０
万
円
未
満
の
所
得
者
）

な
ど

※
上
記
以
外
の
申
告
（
土
地
・
建
物
・

株
式
等
を
譲
渡
し
た
所
得
、
青
色
申
告
、

繰
越
損
失
、
雑
損
控
除
、
１
年
目
の
住

宅
ロ
ー
ン
控
除
、
相
続
税
、
贈
与
税
、

消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
）
は
、
社

税
務
署
で
相
談
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◉
収
支
内
訳
書
・
医
療
費
控
除
の
明
細

書
等
は
事
前
に
作
成
を

　

事
業
所
得
（
農
業
所
得
含
む
）
や
不

動
産
所
得
の
申
告
は
、
収
入
と
経
費
を

領
収
書
等
に
基
づ
き
、
計
算
し
ま
す
。

申
告
相
談
会
場
は
、
混
雑
し
ま
す
の
で
、

収
支
内
訳
書
や
医
療
費
控
除
の
明
細
書

等
の
集
計
を
し
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
ま

た
は
山
林
所
得
の
あ
る
全
て
の
方
（
所

得
税
の
申
告
の
必
要
が
な
い
方
を
含

む
）
に
つ
い
て
記
帳
・
帳
簿
等
の
保
存

の
必
要
が
あ
り
ま
す
。

事
業
主
の
皆
さ
ま
へ

　

給
与
支
払
者
は
、
令
和
４
年
中
の
給

与
支
払
報
告
書
を
給
与
受
給
者
の
住
所

地
（
令
和
５
年
１
月
１
日
現
在
）
の
市

区
町
村
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し

く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
給
与
支
払

報
告
書
（
総
括
表
、
個
人
別
明
細
表
）

の
提
出
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

所
得
税
の
源
泉
徴
収
義
務
者
で
あ
る

給
与
支
払
者
（
法
人
・
個
人
を
問
わ
ず
）

に
は
、
法
令
に
よ
り
全
て
の
従
業
員
の

個
人
住
民
税
を
給
与
か
ら
特
別
徴
収
し

て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
詳
細

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
個
人
住
民
税

の
特
別
徴
収
義
務
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
同
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る

チ
ラ
シ
の
つ
づ
り
方
で
給
与
支
払
報
告

書
を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
給
与
支
払
報
告
書
は
、
ｅ
Ｌ

Ｔ
Ａ
Ｘ
（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）
を
利
用
し

て
提
出
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
ｅ

Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
s://

w
w

w
.elta

x
.lta

.g
o
.jp

/

）
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

提
出
期
限
：
１
月
31
日
（
火
）
ま
で

問

合

先
：

税

務

課

税

制

係

☎

㊷

８
７
１
２

社
税
務
署
で
確
定
申
告
会
場
を
開
設

　

税
務
署
で
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
利

用
し
た
申
告
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

開
設
期
間
：
２
月
16
日
（
木
）
～
３
月

15
日
（
水
）

受
付
時
間
：
９
時
～
16
時
（
平
日
）

来
場
さ
れ
る
際
は
、
以
下
の
点
に
ご
留

意
願
い
ま
す
。

※
会
場
へ
の
入
場
に
は
「
入
場
整
理
券
」

が
必
要
で
す
。
来
場
者
の
状
況
に
応
じ

て
、
早
め
に
相
談
受
付
を
終
了
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

※
来
場
さ
れ
る
際
は
マ
ス
ク
の
着
用
を

お
願
い
し
ま
す
。
着
用
さ
れ
て
い
な
い

場
合
、
入
場
を
お
断
り
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
筆
記
用
具
等
を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

場
所
：
社
税
務
署
（
加
東
市
社
51
‐
３
）

☎
０
７
９
５
㊷
０
２
２
３

◉
償
却
資
産
（
固
定
資
産
税
）
の
申
告

は
１
月
31
日
（
火
）
ま
で

　

広
報
か
さ
い
12
月
号
で
お
知
ら
せ
し

た
と
お
り
、
法
人
や
個
人
で
工
場
や
商

店
な
ど
を
経
営
し
て
い
る
方
や
太
陽
光

発
電
等
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
方
で
、

事
業
に
使
用
す
る
機
械
・
器
具
・
備

品
・
構
築
物
等
の
償
却
資
産
を
お
持
ち

の
方
は
、
令
和
５
年
１
月
１
日
現
在
の

資
産
状
況
を
税
務
課
へ
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。


